
15億2,294万円

分担金及び負担金
15億1,676万円
（99.6％）

使用料及び
手数料
576万円
（0.4％）

財産収入
1万円（0.0％）

諸収入
41万円（0.0％）

15億817万円

消防費
10億9,380万円
（72.5％）

衛生費
1億9,625万円
（13.0％）

公債費
1億7,702万円
（11.7％）

議会費
14万円（0.0%）

総務費
4,096万円（2.7％）

問い合わせ　釡石大槌地区行政事務組合 事務局 総務課　☎31-1336

　問い合わせ
【国道45号、三陸沿岸道路、釡石自動車道】　南三陸沿岸国道事務所　管理課　☎29-1627（代表）
【 国道283号、各県道】　沿岸広域振興局土木部　道路環境チーム　☎25-2393（内線292・294・325）
【 市道】　 市建設課　道路維持係　☎27-8430

令和２年度 行政事務組合の主な事業分担金及び負担金の内訳
消防業務 （△はマイナス）

火災件数 前年度比較 救急件数 前年度比較
釡石消防署 12 ４ 1,302 △180
大槌消防署 5 ２ 732 △95
合　　　計 17 ６ 2,034 △275

釡石市 10億3,631万円（68.3％）
大槌町 ４億8,045万円（31.7％）

し尿処理事業 （△はマイナス）

搬入量（kl） 構成比率（％） 前年度比（％）
釡　石　市 １万4,461 61.2 △2.1
大　槌　町 9,159 38.8 △18.1
合　　　計 2万3,620 100.0 △9.0

令和２年度釡石大槌地区行政事務組合会計

決算のあらまし
※ 四捨五入の関係で合計額などが合わない場合があります

　釡石大槌地区行政事務組合は、釡石市と大槌町
からの分担金などによって、共同で消防業務や、
し尿処理事業を行っています。10月26日に開催し
た同組合議会定例会で認定された令和2年度決算の
概要をお知らせします。

歳　出歳　入

○令和２年度開示請求などの状況
　令和２年度の、釡石大槌地区行政事務組
合情報公開条例に基づく開示請求および審
査請求は、開示請求１件に対し開示１件、
審査請求はありませんでした。
　釡石大槌地区行政事務組合個人情報保護
条例に基づく、開示請求および審査請求は
ありませんでした。

 除雪の出動基準と出動態勢
・ 市道では積雪量がおおむね10cm以上の場合
に出動します。なお、積雪の状況などによ
り作業時間帯が遅れる場合があります

・  交通の混乱を緩和するため、幹線道路やバ
ス路線、集落間道路などを優先的に除雪し
ます

・ 除雪作業は、深夜から早朝に行うことが多
く、騒音や振動などでご迷惑をおかけする
場合があります

 除雪にご協力をお願いします
・ 玄関前に雪が残った場合は、処理にご協力をお願いし
ます

・ 路面凍結の原因になるため、除雪された雪は道路に
出さないでください

・ 除雪作業の妨げになるため、路上駐車はしないよう
にお願いします
 融雪剤を配布します
　市は、市道に散布する融雪剤を配布します。町内会
で取りまとめ、市建設課へ申し込んでください。

道路の除雪作業にご理解・ご協力をお願いします
除雪作業は、冬道の安全を守るため国・県・市がそれぞれの所管する路線で行います。

問い合わせ　国民健康保険　　　　市市民課 国保年金係　☎27-8450（内線225）
　　　　　　後期高齢者医療制度　市市民課 医療給付係　☎27-8450（内線229）
　　　　　　介護保険　　　　　　市高齢介護福祉課 　　☎22-0178

くらし・しごと相談所
　仕事やお金の悩みの解決をお手伝いします。一人
一人の状況に合わせた自立支援プランを立てますの
で、気軽にご相談ください。

問い合わせ　釡石市社会福祉協議会　☎27-8188

医療費の一部負担金に対する高額療養費制度
　病院や薬局での支払いが、ひと月の上限額を超えた
場合に、超えた金額を償還します。

問い合わせ　市市民課 国保年金係　　　　☎27-8450（内線225）
　　　　　　または市市民課 医療給付係　☎27-8450（内線229）

いわて被災者支援センター
　東日本大震災津波の被災者の生活やお金の悩みを
聞き、法律・家計の専門家や、行政・社会福祉協議会
と連携して生活再建を支援します。
問い合わせ　いわて被災者支援センター
　　　　　（大町2-4-7） ☎30-1034

生活福祉資金貸付制度
　低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などの
無利子または低利子の生活福祉資金の貸付相談を受
けます。

問い合わせ　釡石市社会福祉協議会　☎24-2511

被災した人の医療費の一部負担金・介護保険の利用者負担金の
免除を終了します
　東日本大震災で被災した人を対象とした、次の負
担金の免除は12月31日で終了します。

・国民健康保険の医療費の一部負担金
・後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金
・介護保険の利用者負担金

各種相談窓口・制度
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